
平成31年度保険料率に関する参考資料 
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（参考１） 来年度以降の１０年間（２０２８年度まで）の準備金残高と法定準備金に対する残高の状況 
（協会けんぽ（医療分）の５年収支見通しの前提によるごく粗い試算） 

 協会けんぽ（医療）の５年収支見通し（２０１８年９月試算）の前提に基づき、２０１９年度（平成３１年度）以降の平均保険料率

を１０．０％、９．９％、９．８％、９．７％でそれぞれ維持した場合について、今後１０年間（2028年度まで）の各年度末における

協会けんぽの準備金残高と法定準備金に対する残高の状況に係るごく粗い試算を行った。 

  平均保険料率１０％維持の場合の準備金残高は、Ⅰの「賃金上昇率：２０２０年度以降 低成長ケース×０．５」のケースでは２０２４年度、Ⅱ

の「賃金上昇率：２０２０年度以降０．６％」のケースでは２０２１年度、Ⅲの「賃金上昇率：２０２０年度以降０％」のケースでは２０２０年度をピー

クに減少し始め、２０１９年度（平成３１年度）以降に平均保険料率を引き下げたケースでは準備金残高のピークは更に早まる。 

  法定準備金に対する準備金残高は、Ⅰの「賃金上昇率：２０２０年度以降 低成長ケース×０．５」のケースでは、平均保険料率を２０１９年度

（平成３１年度）以降９．７％とした場合には２０２７年度には１か月分を割り込み、Ⅱの「賃金上昇率：２０２０年度以降０．６％」のケースでは、

平均保険料率を２０１９年度（平成３１年度）以降９．９％とした場合には２０２７年度には１か月分を割り込む。Ⅲの「賃金上昇率：２０２０年度以

降０％」のケースでは、平均保険料率１０．０％維持の場合でも２０２６年度には１か月分を割り込む。 
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Ⅰ 賃金上昇率： ２０２０年度以降 低成長ケース×０．５   

7 

27,700 

30,800 
33,200 

35,100 
36,700 37,800 37,900 37,000 

35,300 
32,500 

28,700 

3.7 
3.9 

4.1 
4.2 

4.4 4.5 4.4 
4.3 

4.1 

3.7 

3.3 

▲5 

▲4 

▲3 

▲2 

▲1 

0

1

2

3

4

5

▲50,000 

▲40,000 

▲30,000 

▲20,000 

▲10,000 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2018年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

（平成30年度） （平成31） 

10.0%

9.9%

9.8%

9.7%

10.0%

9.9%

9.8%

9.7%

（億円） （か月分） 棒グラフ：準備金残高 折れ線グラフ：準備金残高／法定準備金 （か月分） 

2019年度以降 
の料率 



Ⅱ 賃金上昇率： ２０２０年度以降 ０．６％   
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Ⅲ 賃金上昇率： ２０２０年度以降 ０％ 
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【シミュレーション方法について】 

 ・ ２０１９年度（平成３１年度）以降、準備金残高が法定準備金（給付費等の１か月分）を確保している間、機械的に10％及び9.8％とし、それぞれに

ついて法定準備金を下回る年度以降においては法定準備金を確保するために必要な料率に引き上げた上で（※）、２０２８年度までの見通しをシ

ミュレーションしたもの。 

 ・ ２０２０年度以降の賃金上昇率については、５年収支見通しのケースⅠ(低成長ケース×0.5)、ケースⅡ（0.6％）及びケースⅢ（0％）を使用し、そ

れぞれについて作成。 
 
 ※ 健康保険法施行令第46条第１項において、「協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保

険給付に要した費用の額（前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額（中略）を含

み、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額を除く。）の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達する

までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。」とされている。 

    本シミュレーションはこの規定を参考として行うもの。 

【Ⅰ．賃金上昇率：２０２０年度以降 低成長ケース×0.5】 

 ・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、仮に２０１９年度（平成３１年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合のどちらの場合で

あっても、２０２８年度まで、準備金残高が法定準備金を上回る。 

 

【Ⅱ．賃金上昇率：２０２０年度以降 0.6％】 

 ・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、２０２２年度には単年度収支差が赤字となり、以降準備金残高が年々減少するものの、２０２８年度

まで準備金残高が法定準備金を上回る。 

 ・ 仮に２０１９年度（平成３１年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、２０２０年度以降準備金を取崩すことにより、２０２５年度ま

では保険料率を維持できるものの、２０２６年度からは年々上昇を続け、２０２８年度には10.7％に達する。 

 

【Ⅲ．賃金上昇率：２０２０年度以降 0％】 

 ・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、２０２１年度には単年度収支差が赤字となる。以降、準備金残高を取崩すことにより２０２５年度まで

は保険料率を維持できるものの、２０２６年度からは年々上昇を続け、２０２８年度には11.3％に達する。 

 ・ 仮に２０１９年度（平成３１年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、２０２０年度以降準備金を取崩すことにより、２０２４年度ま

では保険料率を維持できるものの、２０２５年度からは年々上昇を続け、２０２８年度には11.3％に達する。  

（参考２） 今後の保険料率に関するシミュレーション 
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Ⅱ．２０２０年度以降の賃金上昇率0.6％の場合 
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Ⅲ．２０２０年度以降の賃金上昇率0％の場合 
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（参考３） 平成30年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見（青森支部） 

支部長意見 評議会意見 

 
 平成30年度 青森支部 保険料率 
 
  9.96％（据え置き） 
 
◆意見 
 
 当支部においても、現状一人当たり医療給付費の伸びが一人当たり
標準報酬月額の伸びを上回る赤字構造体質であることに変わりなく、
このことは当面解消される見込みはありません。さらに、高齢化の進展
は地方ほど深刻な問題であり、地域経済情勢においても政府・日銀の
低金利政策などの継続により企業倒産の状況は低水準で落ち着いて
いるものの、各企業の業況回復までは至っていないというのが実態で
す。このような状況下、保険料率が10％を下回り、かつ、据え置きにと
どまる見込みであることは、加入者・事業主の双方にとり、相対的に受
け入れやすい結果であると思慮いたします。 
 よって、平成30年度の都道府県単位の保険料率の変更に伴う青森
支部の保険料率については、妥当であり応諾すべきと考えます。 
 
 

 
◇意見 
1. 平成30年度の平均保険料率についてどのように考えるか。 
・賃金上昇率の試算設定が0.6％は低いのではないか。保険料率を下
げられる状況であれば、引き下げをしてほしい。（事業主代表） 
 
・準備金が２．６か月分も積みあがっていることに対して非難が出てく
る懸念がある。５年ぐらいの単位でみていくことが財政経済的にはよい
と思う。（学識経験者） 
 
・経済状況や医療費など不確定要素が多いなかでの議論となる。リー
マンショックやバブル崩壊は極端な例なので30年度保険料率議論の
引き合いに出すのはいかがなものか。（学識経験者） 
 
・準備金残高が積み上がってしまうと国庫補助が16.4％から減らされ
るのではないか。（学識経験者） 
 
・法律上、法定準備金は1か月分でよいとなっているが、これは運営委
員会では議論になっているのか。法定準備金の在り方についてもう少
し検証すべき。（学識経験者） 
 
・運営委員会で話し合われた内容が昨年と同様の印象がある。背景
が変わったとかそういったことが感じられず、こういう意見だけであれ
ば、支部の意見を聞く必要はないと思う。（学識経験者） 
 
・法定準備金の水準については、協会けんぽの裁量に任せてみては
どうか。どのくらい法定準備金を準備するかについては、その時々の
経済情勢等にもよる。積み上げすぎもよくない。（学識経験者） 
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支部長意見 評議会意見 

◇意見 
 
2. 平成30年度の激変緩和率についてどのように考えるか。 
・激変緩和率については、ステップを踏んできているのでいきなり立ち
止まってはいけない。平成３２年度には１０分の１０となるのだから、
ルールは重視すべき。例年通り１．４上乗せして10分の７．２でよい。 
 
 
3. 保険料率の変更時期について、平成30年4月納付分（3月分）からで
よいか。 
・変更時期については4月分からで異議なし。 
 
 
4.平成30年度の都道府県単位保険料率の変更に係る評議会の意見 
法令上、単年度収支均衡の原則であれば、法令に則って保険料率も
上げ下げすべきと考える。 
 
加入者・事業主としては、賃金が上昇しているという傾向なども踏ま
え、保険料率を引き下げることが望ましいが、2025年問題など中長期
的な医療費の増加などを考慮すると、致し方ない。 
 
保険料率を弾力的に上げ下げするのか、中長期的に見て決めるの
か、どちらを取るかは悩ましい問題ではあるが、どちらにしても健保財
政を維持していくという意味で、中長期的な視点を欠かしてはいけない。 
 
法定準備金の在り方について、検討すべきであると考える。 

 
当評議会としては、中長期的に安定した財政運営を続けるために、
平均保険料率を10％に維持すること、また、青森支部保険料率の試
算結果について、了承する。 


